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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１および第２製品チャンバーを含む容器であって、各チャンバーは末端壁および隣接
壁を含み、該チャンバーは該第１および第２チャンバー隣接壁において互いに接着され、
該第１および第２チャンバー末端壁は十分に可撓性であるため該末端壁に手で圧力を適用
することによって製品を取り出すことができ、該チャンバーは同様の形状をしているため
、該チャンバーを正面から見て該隣接壁に沿って背中合せに配置した場合には、該第１チ
ャンバーの末端壁が該第２チャンバーを実質的に覆い隠し、該第２チャンバーの該末端壁
が該第１チャンバーを実質的に覆い隠すが、該チャンバーは該容器の該隣接壁に沿って角
度をなして接着され、それによって任意の方向で該第１チャンバーが該第２チャンバーを
覆い隠すことがなく、任意の方向で該第２チャンバーが該第１チャンバーを覆い隠すこと
がない容器。
【請求項２】
　前記第１および第２チャンバーが中密度ポリエチレンで構成される請求項１に記載の容
器。
【請求項３】
　前記第１および第２チャンバー隣接壁のそれぞれが、少なくとも１つの隆起部分と少な
くとも１つのくぼみとを含み、前記第１チャンバーの隆起部分は前記第２チャンバーのく
ぼみに収容され、前記第２チャンバーの隆起部分は前記第１チャンバーのくぼみに収容さ
れ、該隆起部分およびくぼみは前記チャンバーが角度をなすように構成される請求項１ま



(2) JP 4213866 B2 2009.1.21

10

20

30

40

50

たは２に記載の容器。
【請求項４】
　前記第１および第２チャンバー隣接壁が、製品取り出しチャネルと平行に延在する第１
隆起を含み、該第１隆起はチャンバーが角度をなすようにするために構成される請求項１
～３のいずれか１項に記載の容器。
【請求項５】
　前記第１および第２チャンバー隣接壁の平面部分が、前記第１隆起の中央部に位置する
請求項４に記載の容器。
【請求項６】
　前記第１および第２チャンバー上にクロージャースナップ嵌め込み部分をさらに含む請
求項１～５のいずれか１項に記載の容器。
【請求項７】
　前記第1チャンバーが界面活性剤を含み、前記第２チャンバーが皮膚に有益な物質を含
む請求項１～６のいずれか１項に記載の容器。
【請求項８】
　前記皮膚に有益な物質が保湿剤を含む請求項７に記載の容器。
【請求項９】
　前記第１チャンバーが界面活性剤を含み、前記第２チャンバーが皮膚に有益な物質を含
む請求項１～８のいずれか１項に記載の容器。
【請求項１０】
　前記隆起部分が全体的に垂直方向に延在する第２隆起であり、前記くぼみが全体的に垂
直方向に延在する溝である請求項３～９のいずれか１項に記載の容器。
【請求項１１】
　前記隆起部分が、全体的に垂直方向に延在する副次的な隆起を含む請求項１０に記載の
容器。
【請求項１２】
　前記皮膚に有益な物質チャンバーが界面活性剤をさらに含む請求項１～１１のいずれか
１項に記載の容器。
【請求項１３】
　前記２つのチャンバー内の前記組成物が異なる色を有する請求項１～１２のいずれか１
項に記載の容器。
【請求項１４】
　外周フランジを有するクロージャー基部と、該フランジの横方向に延在する壁とを含む
クロージャーを含み、該壁が第１および第２製品取り出し口と、少なくとも１つのクロー
ジャー基部排液口とを含む請求項１～１３のいずれか１項に記載の容器。
【請求項１５】
　前記製品取り出し口から流体が流出するのを防止し、前記排液口から排液して前記クロ
ージャーから排出するために適合させたカバーをさらに含む請求項１４に記載の容器。
【請求項１６】
　前記少なくとも１つの製品排液口が、前記横方向に延在する壁の前記製品取り出し口に
対して側方に配置する請求項１４または１５に記載の容器。
【請求項１７】
　前記壁が、第１端から反対端まで延在する主軸と、主軸に対して垂直であり第２端から
反対端まで延在する短軸とを含み、該主軸の該第１端から該反対端までの距離が、該短軸
の該第２端から該反対端までの距離の少なくとも１．５倍である請求項１４～１６のいず
れか１項に記載の容器。
【請求項１８】
　少なくとも１つの製品取り出し口が短軸からずれている請求項１７に記載の容器。
【請求項１９】
　前記第１製品取り出し口と連絡する第１製品取り出しチャネルと、前記第２製品取り出
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し口と連絡する第２製品取り出しチャネルとをさらに含み、前記少なくとも１つの製品排
液口が前記第１および第２取り出しチャネルの外側に配置する請求項１４～１８のいずれ
か１項に記載の容器。
【請求項２０】
　少なくとも第１および第２製品チャンバーが容器を形成し、前記第１製品チャンバーが
第１製品出口を含み、前記第２製品チャンバーが第２製品出口を含み、前記第１および第
２製品出口が前記第１および第２製品取り出しチャネルと連絡しており、さらに少なくと
も１つの排液口と連絡していない請求項１９に記載の容器。
【請求項２１】
　少なくとも２種類の異なる接着剤を使用して、前記第１チャンバーが前記第２チャンバ
ーと接着される請求項１～２０のいずれか１項に記載の容器。
【請求項２２】
　前記接着剤の少なくとも１つがホットメルトである請求項２１に記載の容器。
【請求項２３】
　前記容器が熱可塑性材料から作製される請求項１～２２のいずれか１項に記載の容器。
【請求項２４】
　接着剤がホットメルトである請求項２１に記載の容器。
【請求項２５】
　クロージャー上で静置するために適したクロージャーを有し、前記クロージャーの上面
の面積と、前記容器の最も幅のある位置で測定した断面積との比が０．４以上である請求
項１～２４のいずれか１項に記載の容器。

【発明の詳細な説明】
【０００１】
消費者製品およびその他の製品では、組成物の２種類以上の成分を実際に使用するまで分
離して保存すると望ましい場合が多い。このようなことが望ましいと考えられる組成物の
例としては、個人用洗浄用組成物が挙げられ、この場合洗浄組成物と保湿組成物は、消費
者が皮膚に適用する前には分離して保存される。このような個人用洗浄組成物を開示する
特許として、チェンバース（Ｃｈａｍｂｅｒｓ）らの米国特許第５，６１２，３０７号が
挙げられる。他の例としては酵素と漂白剤を分離して保存することが望ましい洗濯用製品
、および製品の使用前に過酸化物の重炭酸塩からの分離が必要となりうる歯科用製品が挙
げられる。このような容器の別の用途としては、一方の区画にシャンプーを収容し、もう
一方の区画にコンディショナーを収容する場合が挙げられる。
【０００２】
一種類または別の種類の二重容器および／またはクロージャーを開示する多数の特許が公
開されている。このような特許としては、ユーセン（Ｕｓｅｎ）らによる米国特許第５，
６２８，４２９号、ハタケヤマ（Ｈａｔａｋｅｙａｍａ）らによる米国特許第５，６１５
，８０３号、ブレット（Ｂｌｅｔｔｅ）による米国特許第５，３８６，９２８号、イアイ
ア（Ｉａｉａ）らによる米国特許第５，３１８，２０３、ダグラス（Ｄｏｕｇｌａｓ）ら
による米国特許第５，３１６，１５９号、オマーラ（Ｏ’Ｍｅａｒａ）による米国特許第
５，２６９，４４１号、オマーラ（Ｏ’Ｍｅａｒａ）による米国特許第５，２４４，１２
０号、ライル（Ｒｅｉｌ）らによる米国特許第５，１５８，２０９号、デ・ラフォルカー
ド（Ｄｅ　Ｌａｆｏｒｃａｄｅ）による米国特許第５，１５２，４３２号、ストークス（
Ｓｔｏｋｅｓ）らによる米国特許第５，１３７，１７８号、ラトクリフ（Ｒａｔｃｌｉｆ
ｆ）による米国特許第５，０５２，５９０号、ピアソン（Ｐｅａｒｓｏｎ）らによる米国
特許第４，９７４，７５６号、ジェンティル（Ｇｅｎｔｉｌｅ）による米国特許第５，３
９２，９４７号、ミューラー（Ｍｕｅｌｌｅｒ）による米国特許第５，９６４，５３９号
、ジェンティル（Ｇｅｎｔｉｌｅ）による米国特許第５，２５２，３１２号、ジェンティ
ル（Ｇｅｎｔｉｌｅ）による米国特許第５，２８９，９４９号、ジェンティル（Ｇｅｎｔ
ｉｌｅ）による米国特許第５，２８９，９５０号、アブフィア（Ａｂｆｉｅｒ）らによる
米国意匠特許第３５３，３２６号、ウィッカム（Ｗｉｃｋｈａｍ）による米国特許第５，
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４８９，０４６号、ワルレーブンス（Ｗａｌｒａｖｅｎｓ）による米国意匠特許第３２９
，９８４号、およびミューラー（Ｍｅｕｒｅｒ）らによる米国特許第３，２６９，３８９
号が挙げられる。
【０００３】
文献には様々な二重容器が開示されているにもかかわらず、特に消費者によって単純であ
り許容される消費者用二重容器の実現は困難であった。
【０００４】
二重容器の製造時に特に発生する問題は、効率的に容器を互いに接着することである。ポ
リオレフィン材料の最適で瞬時の接着が可能な場合が多いため、ホットメルト接着剤は好
ましい種類の接着剤である。ホットメルト接着剤はこのことに関して有利な特性を有する
のであるが、ホットメルト接着剤によって二重容器を固定する場合、特に輸送、保管、小
売店での陳列、および消費者使用の際に容器が広範囲の温度および力学的作用にさらされ
る場合に問題が生じうる。
【０００５】
本発明は、最も広い意味では、例えば界面活性剤と皮膚に有益な物質など、適用前に２つ
の製品を分離保存するための簡単で、経済的であり、効率的な容器に関する。１つの態様
では、本発明は、２つのチャンバーを具備し、それぞれのチャンバーが隣接壁(proximal 
wall)と末端壁(distal wall)を有する容器に関する。該チャンバーは隣接壁において互い
に接着される。
【０００６】
特に好ましい実施態様では、本発明は、大きな温度変化でも一体性を維持することが可能
な別個に製造された容器チャンバーを有する二重容器に関する。本発明のこの態様による
と、少なくとも２種類の異なる接着剤、好ましくは２種類の異なるホットメルトを使用し
てチャンバーは互いに接着される。異なる温度で最大の粘着力が得られるように異なる接
着剤は選択され、それによって広い温度範囲で力が作用する場合に互いにチャンバーを接
着した状態に維持される。
【０００７】
例えば、本発明のある好ましい実施態様では、より寸法安定性が高くより固い凝集性ホッ
トメルトを容器のくびれた部分および底部付近に適用する。このタイプのホットメルトは
より高温での性能が優れており、容器組立体を適当な配列に維持する。より軟質の感圧性
ホットメルトは、容器組立体の中央部および最下部で使用することができる。このより軟
質のホットメルトは粘着性が高く、高温ではなくより低温でその機能がより発揮される。
より高い温度では、このホットメルトは非常に柔らかくなり広がりすぎることもある。よ
り軟質のホットメルトは耐衝撃性に優れている。
【０００８】
この実施態様では、２種類のホットメルトを使用することによって、これらの異なり相補
的である有利な特徴を合わせた利点を有することができる。両極端の温度などの種々の条
件下で種々の力が製造後の容器に作用する可能性があるので、このことが特に有利となる
。従って、本発明により接着剤を選択することによって、両極端の温度（高温および低温
）の両方において所与の力に容器が耐えることができるが、１種類の接着剤を使用する場
合は両極端の温度の一方（例えば低温）で発生した応力にしかうまく耐えることができな
いであろう。
【０００９】
ホットメルトに関しては、使用するホットメルトの１種類として好ましいものは感圧性ホ
ットメルトとして分類されるものであり、これは室温において柔軟性であり、より耐衝撃
性である。このホットメルトは、－１８℃～４．４℃（０°Ｆ～４０°Ｆ）のより低温で
優れた接着が形成される。好ましい第２のホットメルトは従来の凝集性ホットメルトであ
り、このホットメルトはより硬質であり、２１．１℃～４８．９℃（７０°Ｆ～１２０°
Ｆ）の温度においてより硬質の優れた接着が形成される。
【００１０】
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さらなる実施態様では、本発明は、上記方法を使用する、二重チャンバー容器の２つのチ
ャンバーを互いに固定する方法に関する。実際、二重チャンバー容器の２つのチャンバー
を互いに固定することを本発明が開示し特にこのことに適用可能であるが、２つの物体を
互いに接着することが望まれる他の状況、特に種々の温度にさらされる可能性がある場合
でさえも物体を固定した状態で維持することが望ましい状況に適用可能であることが分か
るであろう。従って、本発明は、これらの物体を固定する方法と、２種類の接着剤を使用
して固定した物体とに関する。
【００１１】
本発明のこの態様は、２つの別々の熱可塑性チャンバーを固定する場合に特に有用である
。例えば２種類の別々のホットメルト接着剤を使用してチャンバーを接着すると、１種類
のホットメルト接着剤で実現されうる接着よりも、より広い温度範囲にわたってはるかに
強い接着力が得られる。
【００１２】
最も広い意義における本発明は、界面活性剤と皮膚に有益な物質の場合など、使用前に２
つの製品を分離して保存する特殊な用途が見いだされる。このような容器は、それぞれが
隣接壁と末端壁を有する２つのチャンバーを具備する。本発明によると、チャンバーは隣
接壁において互いに接着されることが好ましい。
【００１３】
それぞれの末端壁から見るとチャンバ－は実質的に同一であるが、軸をずらして互いに接
着されるため、どこから見ても両方のチャンバーを見ることができる。このことは、単一
の容器で提供するにもかかわらず２つの分離したチャンバー、従って２つの分離した成分
が使用されていることを消費者が理解することができるという点で有利である。好ましく
は、チャンバーは隣接壁内部に、相補的な隆起部分とくぼみ部分、例えば突起とくぼみを
含み、これらはチャンバーをずらして配置するのに役立つ。同様に、チャンバーにほぼ長
手方向に延在する隆起またはくさび状のものを取り付けて、ずれた方向でチャンバーを連
結しやすくすることもできる。
【００１４】
有利には、本発明の容器のチャンバーは、末端壁が比較的可撓性となる材料から作製され
、それによって消費者が片手で圧力をかけるだけで製品を取り出すことができる。特に好
ましい材料は中密度ポリエチレンである。実際、両方のチャンバーを中密度ポリエチレン
から作製することが好ましいが、より軟質の材料を使用することもできる。好ましい実施
態様の１つでは、隣接壁上に配置した隆起はほぼ垂直方向に延在する。隆起に対して中央
部の隣接壁の外観は、チャンバーを容易に適合させるため、チャンバーに沿うことが望ま
しい隆起部分およびくぼみ部分を除けば、比較的平坦であることが好ましい。チャンバー
は、接着剤、好ましくは化学接着剤で互いに接着することが好ましい。
【００１５】
特に好ましい配置構成は、各隣接壁の上に、全体的に垂直方向に延在する第２の隆起部と
、全体的に垂直方向に延在する相補的な溝を含む。一般に、任意の隆起またはくぼみの外
側に接着剤が使用される。
【００１６】
各チャンバーは、製品取り出し口を具有することが好ましい。製品取り出し口はクロージ
ャーに通じることが好ましく、これは本発明のさらなる態様を構成するものである。
【００１７】
クロージャーは、好ましくは周囲フランジと、フランジを横断して延在し少なくとも２つ
の製品取り出し口を含む壁とを具備してもよい。横方向の壁の裏面にある製品取り出しチ
ャネルは、製品取り出し口に通じることができる。好ましくは、製品取り出しチャネルは
、チャンバーの製品出口と連絡し、さらにぴったりと製品出口内部に収容され、それによ
って出てくる製品はチャンバーから製品取り出しチャネルを通って、それぞれの製品取り
出し口に移動する。
【００１８】
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クロージャー基部には、ヒンジなどによってクロージャーカバーが取り付けられることが
好ましい。クロージャーカバーを閉じたときに製品取り出し口から製品がもれないように
するために、クロージャーカバーは１つ以上の栓を含むことができる。
【００１９】
本発明の特に有利な態様によると、クロージャー基部の横壁とクロージャーカバーの両方
は、１つ以上の排液口を備える。排液口はチャンバーの製品取り出口とは連絡していない
が、クロージャーがチャンバー外部を受け入れるが液体が通過しにくい配置になっていな
い場合に、クロージャー内に存在しうるあらゆる液体を排出する機能を果たす。例えば、
シャワーの水は、チャンバー間から、クロージャー外部を通り、製品取り出しチャネルお
よび製品出口まで移動することができる。
【００２０】
クロージャーのカバーは表面積が比較的広いことが好ましく、そのため所望の場合には、
好都合に容器をクロージャー上に置いたままの状態で維持できる。このことは、異なるチ
ャンバー内の成分が異なる割合で消費される場合には特に有利となる。クロージャー上に
容器を静置することによって、種々のチャンバー内の流体は重力によってクロージャーの
方向に流れ、容器の口まで到達するのですぐ使用できる。２つのチャンバーから製品が均
一に分注されやすいと考えられるという点で、チャンバーを製造するための材料として中
密度ポリエチレンが特に好ましい。
【００２１】
クロージャー上で容器が静置する場合の安定性を向上させるために、クロージャー上面の
面積と、最も広い部分で測定した容器の断面積の比が大きいことが好ましく、特に０．４
以上が好ましい。好ましい範囲は、０．４～０．９であり、特に０．５～０．７である。
一般に、キャップ面の幅が広いとびんがより支持されやすくなる。
【００２２】
均一に分注するために、各チャンバー内の液体の粘度は互いに可能な限り近いことが好ま
しい。
【００２３】
前述およびその他の本発明の特徴および利点をより深く理解するために、添付の図面を参
照しながら、本発明の単なる例として示される以下の好ましい実施態様の詳細な説明を参
照するべきである。
【００２４】
図１は、本発明による容器の正面図である。
【００２５】
図２は、クロージャーを取り外した本発明による容器の正面図である。
【００２６】
図３は、クロージャーを取り外した本発明による容器の側面図である。
【００２７】
図４は、本発明の２つのチャンバーの隣接壁の立面図である。
【００２８】
図５は、開口部にカバーを付けた本発明によるクロージャーの平面図である。
【００２９】
図６は、本発明のクロージャーの底面図である
図７は、カバーを閉じた本発明のクロージャーの平面図である。
【００３０】
図８は、カバーを開いた本発明のクロージャーの平面図である。
【００３１】
図９は、本発明の容器のチャンバーの隣接壁の立面図であり、隆起とくぼみが省かれ、接
着剤の適用パターンが加えられたことを除けば図４と同様のものである。
【００３２】
図面を参照すると、容器１０は、クロージャー１２と２つのチャンバー１４および１４’
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を備える。クロージャー１２は、基部１８とカバー２０を含む。
【００３３】
特に図１、２、および４に見られるように、チャンバー１４および１４’は同一または実
質的に同一の横断面および前面を有するが、これらは互いにずらして配置されるため、ど
の方向から見ても、図１および４の正面図でさえ両方のチャンバーを見ることができる。
従って、２つの分離したチャンバーから容器が構成されることを消費者が容易に確認する
ことができ、２つの別々の成分が含まれていることを容易に推論できる。２つの同一のチ
ャンバーを使用できるということは、１つだけのチャンバー設計や型などが必要となるの
で製造労力および費用を最小限にすることができるという点において特に有利である。
【００３４】
チャンバー１４、１４’は、チャンバーが連結される位置で隣接壁３０、３０’を含む（
特に図４参照）。隣接壁３０および３０’は隆起またはくさび形部分３６、３６’を含み
、これらは各隣接壁の一方の側に沿って概して垂直方向に延在する。これらの隆起はチャ
ンバーをずらした配置にするために有用である。例えば、容器を組立てる場合は、隣接壁
３０、３０’が向かい合わせて互いに接触させ（特に図３参照）、それぞれの隆起３６お
よび３６’を側壁５２’、５２の丸みを帯びた（それぞれの）側端１５’、１５に対して
横に来るように配置して、それぞれの隆起に対して中央に位置するように側壁を保持する
。さらに、隣接壁３０は隆起部分と垂直方向に延在する溝３３などのくぼみを含むことが
好ましい。同様に、隣接壁３０’も第２隆起３２および溝３３を含むことが好ましい。隣
接壁に沿って背中合せにチャンバーを連結する場合に、隆起３２、３２’は溝３３、３３
’を受け入れる。
【００３５】
当然ながら隆起および溝は、それらが相補的である限りは種々の形状であってもよいこと
は分かるであろう。例えば、オス／メスのピン／穴の配置を使用することができる。溝お
よび隆起、あるいは他のくぼみおよび突起は、チャンバー１４、１４’が図１に見られる
ようにずれた位置で隣接壁上に配置される。
【００３６】
隆起３２、３２’および溝３３、３３’を除けば、隆起３６、３６’の中央の隣接壁３０
、３０’の領域の大部分は平坦または比較的平坦であり、これはチャンバーを互いに良く
接着するためである。
【００３７】
隣接壁１４、１４’の反対側は末端壁４０、４０’である。これらは製品を取り出す場合
に消費者が圧力をかける壁であり、隣接壁ほど平坦である必要はない。すなわち、これら
はいくぶん丸みを帯びていてもよい。末端壁４０、４０’は可撓性材料から作製され、そ
のため容器を片手で保持しながら単に指を動かすことによって消費者が圧力をかけること
ができる。好ましくは、末端壁、および実際好ましくはそれぞれのチャンバーの全体が中
密度ポリエチレン製である。特に好ましいものは、密度が約０．９２６～約０．９４ｇ／
ｃｃのポリエチレンである。このような密度のポリエチレンは、同時に両方のチャンバー
から製品を均一に送り出すのに役立つと思われる。製品の均一な分注は、チャンバー内の
製品の粘度を同一にするか、または可能な限り互いの粘度を近づけることによっても促進
される。
【００３８】
チャンバー１４、１４’は、底部壁５０、５０’、第１肩部５４、５４’、第２肩部５６
、５６’、および製品出口６０、６０’につながる終端部５８、５８’も備える。
【００３９】
クロージャー１２の基部１８は、製品取り出し口６０、６２、および排液口６４、６６を
含む。カバー２０は、カバー排液口６８、７０、栓７２、７４、および内部フランジ７８
を含む。栓７２、７４は、半月型フランジ８２、８４の内部に収容されることによって、
カバーが閉じた位置にある場合に容器を密閉するのに役立つ。同様に、フランジ７８が、
２つの半月型フランジ８２、８４を囲むことで、容器が閉じている場合に容器からもれな
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いようにしている。
【００４０】
クロージャー１８の裏面９０から製品取り出しチャネル９２、９４が垂下しており、これ
らはそれぞれチャンバー１４、１４’の製品取り出し口６０、６２に通ずる。これらのチ
ャネルは、チャンバー終端部５８、５８’から製品取り出し口６２、６０に製品を誘導す
る働きをしており、その場合に製品の流れにシャワーの水などの外部の液体はまったく入
り込まない。外部の液体は、基部１８の排液口６４、６６を通過し、カバーを閉じている
場合はカバー２０の製品排液口６８、７０を通過する。外部のシャワーの水およびその他
の液体を避けることが、美的および衛生的理由により最善である。
【００４１】
クロージャーはフリップトップ型クロージャーが好ましく、この場合基部１８およびカバ
ー２０はフリップトップ型のヒンジ１１０によって連結される。クロージャーは射出成形
され、ポリプロピレンから作製されることが好ましい。
【００４２】
チャンバーには、肩５６、５６’にクロージャーをはめ込む前に、製品出口６０、６２か
らチャンバー内に充填される。製品取り出し口６０、６２は、基部フランジ１１４から横
方向に延在する壁１１２内に配置する。
【００４３】
図８に示される好ましい実施態様によると、クロージャー基部１２０は、長手方向軸また
は主軸１２２と、短軸または横軸１２４を含む。有利には、製品取り出し口１３０、１３
２は、両方の軸の向かい合う側に実質的に配置される。これによって利用者は、製品の２
つの流れを区別しやすくなる。
【００４４】
本発明の二重チャンバーまたは「トトル（ｔｏｔｔｌｅ）」配置によって、横方向に配置
した場合と比較して、消費者の人間工学および取り出しに適した配置、配列、およびバラ
ンスが得られる。この方向およびバランスによって、前面および後面の小売商品用ラベル
領域も確保することができる。
【００４５】
図９に見られるように、一般にチャンバー２１４、２１４’の隣接壁２３０、２３０’に
接着剤が適用される。当業者には理解できるであろうが、接着剤は種々のパターンで適用
可能である。典型的には、前述の相補的なくぼみと突起の重なる位置以外の隣接壁上の位
置に接着剤が使用されるが、くぼみまたは突起に接着剤を使用することが適している場合
もある。図９において、明確にするためにくぼみおよび突起を省略している。出口端上の
クロージャーおよび隣接壁の組み合わせ位置の使用を含めた容器設計によって、容器組立
体、特に２２７ｇ（８オンス）を超える大きさの容器組立体は、衝撃および切断応力をい
くぶん受けやすくなる。
【００４６】
本発明によると、チャンバー２１４および２１４’によって規定される二重容器３００は
、チャンバーを互いに接着するための少なくとも２種類のホットメルトを含む。チャンバ
ー２１４は、ホットメルト３１０のドットを含む。ホットメルト３１０は、より軟質で耐
衝撃性の高い柔軟性感圧性ホットメルト（ヘンケル・ユーロマット（Ｈｅｎｋｅｌ　Ｅｕ
ｒｏｍａｔ）３６２など）である。このホットメルトはチャンバーの底部、特に最低部に
使用され、衝撃によってチャンバーが破断しないように維持する。柔軟性感圧性ホットメ
ルトは、－１８℃～４．４℃（０°Ｆ～４０°Ｆ）のより低い温度条件での性能が優れて
いる。より軟質のホットメルトの硬化時の結合は、軟質かつ非常に粘着性であり、結合が
壊れても熱い舗装道路上のチューインガムのように互いに引き戻されて接着することがで
きる。
【００４７】
一方、チャンバー２１４’は、より硬質で凝集性のホットメルト（例えばナショナル・ホ
ットメルト・インスタンス・ロック（商標）（Ｎａｔｉｏｎａｌ　ｈｏｔｍｅｌｔ　Ｉｎ
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ｓｔａｎｃｅ　ＬｏｋＴＭ）３４－２７８７）で構成される接着剤のドット３１２を含み
、これはより硬質のホットメルトであり、高温寸法安定性を有する。このホットメルトは
より寸法安定性が高く、チャンバーのくびれ部部を適切な配置に維持するために特に使用
される。本発明によるより硬質のホットメルトは、２１．１℃～４８．９℃（７０°Ｆ～
１２０°Ｆ）でより優れた接着性および耐衝撃性を示す。
【００４８】
使用可能な他の硬質ホットメルト接着剤の例としては、ナショナル・スターチ・インスタ
ント・ロック（Ｎａｔｉｏｎａｌ　Ｓｔａｒｃｈ　Ｉｎｓｔａｎｔ　Ｌｏｋ）３４－２７
８７、ナショナル・スターチ・インスタント・ロック７０－３７６９、およびフィンドリ
ー（Ｆｉｎｄｌｅｙ）７９５－３３４が挙げられる。硬質でより凝集性ホットメルトを使
用する場合は、一度結合が破壊されると、再結合は不可能である。硬化時の結合は蝋と類
似している。より硬質で凝集性のホットメルトは、容器くびれ部分と可能な限り接近して
配置される。これによってキャップ取り付けに適切な配置で容器が維持される。柔軟性感
圧性ホットメルトは、特により低温において衝撃および分裂応力に対する最高の耐性を得
るために、閉鎖された容器の末端部により近づくように配置される。どちらのホットメル
トも中央部に分散させられる。
【００４９】
ホットメルトは好ましい接着剤であるが、他の接着剤も同様に使用可能であると考えられ
る。あるいは、ホットメルト接着剤と非ホットメルト接着剤とを組み合わせて使用するこ
とができ、例えば１種類のホットメルト接着剤と１種類の非ホットメルト接着剤を使用す
ることができる。本発明によると、使用される２種類の異なる接着剤は異なる温度で最大
の防御力が得られるべきであり、それによって二重容器が、ある範囲の温度条件および応
力にわたって一体性を維持することができる。
【００５０】
二重容器の２つの特定のチャンバーを互いに接着することに関して本発明を説明してきた
が、本発明は別の二重容器の別のチャンバー（特に材料が熱可塑性である場合）を互いに
接着するために本発明を使用することができる。さらに、本発明は、他の物体（ここでも
特に熱可塑性物体）を互いに接着するために使用することができ、ある範囲の温度にさら
されても物体が互いに固定されたままとなることが望まれる条件で使用される。
【００５１】
好ましくは、本発明の容器は、界面活性剤を含有する個人用液体洗浄配合物を収容するた
めに使用される。望ましくは、洗浄配合物はスキンコンディショニング兼保湿成分も含む
。好ましくは、１つのチャンバーは界面活性剤組成物を含み、もう一方のチャンバーは保
湿組成物を含む。界面活性剤は、人間の皮膚の洗浄に適した比較的刺激性の低い界面活性
剤であるべきであり、例えば、陰イオン界面活性剤、両性界面活性剤、陽イオン界面活性
剤、または非イオン界面活性剤を挙げることができる。界面活性剤は起泡性界面活性剤で
あることが好ましい。使用可能な低刺激性界面活性剤の中では、コカミドプロピルベタイ
ン、およびラウロアンホ酢酸ナトリウム、ココイルイセチオン酸ナトリウムが挙げられる
。使用可能な他の界面活性剤としては、セッケンおよび硫酸ラウレスが挙げられる。
【００５２】
単独で使用する場合の界面活性剤、または界面活性剤混合物が、ゼイン可溶化試験で測定
してセッケン（セッケンでは８０％のゼインが可溶化する）よりも反応性が低くなるよう
に界面活性剤を使用することが好ましい。好ましくは、ゼイン可溶化が６０％未満である
。
【００５３】
好適な陰イオン共活性剤としては、アルキルエーテル硫酸塩、イセチオン酸アシル、アル
キルエーテルスルホン酸塩、サルコシネート、スルホコハク酸塩、タウレート、およびそ
れらの組み合わせが挙げられる。好適な両性共活性剤としては、アルキルベタイン、アミ
ドプロピルベタイン類、アミドプロピルスルタイン類（ａｍｉｄｏｐｒｏｐｙｌ　ｓｕｌ
ｔａｉｎｅ）、およびそれらの組み合わせが挙げられる。
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【００５４】
本発明で使用されるアルキルエーテル硫酸塩は、一般式Ｒ－（ＯＣＨ２ＣＨ２）ｎＯＳＯ

３－Ｍ＋を有するものであってよく、式中、ＲはＣ８～Ｃ２０アルキル、好ましくはＣ１

２～Ｃ１５アルキルに分類されるものであり、ｎは１～４０、好ましくは２～９の整数で
あり、最適には約３であり、Ｍ＋はナトリウム陽イオン、カリウム陽イオン、アンモニウ
ム陽イオン、またはトリエタノールアンモニウム陽イオンである。
【００５５】
この種類の代表的な市販の共活性剤を以下の表に挙げる：
【００５６】
【表１】

【００５７】
アルキルエーテルスルホン酸塩も本発明で使用することができる。この分類における代表
例はアベネル（Ａｖｅｎｅｌ）Ｓ－１５０として市販製品であり、一般的にはＣ１２～Ｃ

１５パレト－１５硫酸ナトリウムと呼ばれる。
【００５８】
本発明で使用するための別の共活性材の種類は、スルホコハク酸塩類である。この分類は
、式ＲＯ２ＣＣＨ２ＣＨ（ＳＯ３－Ｎａ＋）ＣＯＯ－Ｍ＋を有するスルホコハク酸モノア
ルキル、および式：ＲＣＯＮＨＣＨ２ＣＨ２Ｏ２ＣＣＨ２ＣＨ（ＳＯ３－Ｍ＋）ＣＯＯ－
－Ｍ＋のスルホコハク酸アミド－ＭＥＡで最も良く表され、式中、ＲはＣ８～Ｃ２０アル
キル、好ましくはＣ１２～Ｃ１５アルキルに分類されるものであり、Ｍ＋はナトリウム陽
イオン、カリウム陽イオン、アンモニウム陽イオン、またはトリエタノールアンモニウム
陽イオンである。これらの共活性剤の代表例である代表的市販製品を以下の表に挙げる：
【００５９】
【表２】
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【００６０】
サルコシネート類も、共活性剤として本発明において有用である。この分類は一般式ＲＣ
ＯＮ（ＣＨ３）ＣＨ２ＣＯ２－Ｍ＋で示され、式中、ＲはＣ８～Ｃ２０アルキル、好まし
くはＣ１２～Ｃ１５アルキルに分類されるものであり、Ｍ＋はナトリウム陽イオン、カリ
ウム陽イオン、アンモニウム陽イオン、またはトリエタノールアンモニウム陽イオンであ
る。これらの共活性剤の代表的市販製品を以下の表に挙げる：
【００６１】
【表３】

【００６２】
タウレートも、共活性剤として本発明において有用である。これらの物質は一般に式ＲＣ
ＯＮＲ’ＣＨ２ＣＨ２ＳＯ３－Ｍ＋で表され、式中、ＲはＣ８～Ｃ２０アルキル、好まし
くはＣ１２～Ｃ１５アルキルに分類されるものであり、Ｒ１はＣ１～Ｃ４アルキルであり
、Ｍ＋はナトリウム陽イオン、カリウム陽イオン、アンモニウム陽イオン、またはトリエ
タノールアンモニウム陽イオンである。これらの共活性剤の代表的市販製品を以下の表に
挙げる：
【００６３】
【表４】

【００６４】
両性界面活性剤の分類の中で、本発明に最も適しているいくつかの一般的分類がある。こ
れらの例として、式ＲＣＯＮＨ（ＣＨ２）２Ｎ（ＣＨ２ＣＯＯＮａ）ＣＨ２ＣＨ２ＯＨ）
のアンホ酢酸塩、式ＲＮ＋（ＣＨ３）２ＣＨ２ＣＯ２－Ｍ＋のアルキルベタイン、式ＲＣ
ＯＮＨＣＨ２ＣＨ２ＣＨ２Ｎ＋（ＣＨ３）２ＣＨ２ＣＯ２－Ｍ＋のアミドプロピルベタイ
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ン、および式ＲＣＯＮＨＣＨ２ＣＨ２Ｎ＋（ＣＨ３）２ＣＨ２ＳＯ３－Ｍ＋のアミドプロ
ピルスルタインが挙げられ、式中、ＲはＣ８～Ｃ２０アルキル、好ましくはＣ１２～Ｃ１

５アルキルに分類されるものであり、Ｍ＋はナトリウム陽イオン、カリウム陽イオン、ア
ンモニウム陽イオン、またはトリエタノールアンモニウム陽イオンである。これらの共活
性剤の代表的市販製品を以下の表に挙げる：
【００６５】
【表５】

【００６６】
液体活性剤の広い分類の中で、最も有効であるのはアルキル硫酸酸塩、アルキルエーテル
硫酸塩、アルキルエーテルスルホン酸塩、スルホコハク酸塩、アミドプロピルベタイン類
、およびアンホ酢酸塩である。
【００６７】
他の使用可能な界面活性剤は、式
【００６８】
【化１】

【００６９】
のイセチオン酸アシルであり、式中、Ｒは線状または分岐アルキル基を表し、Ｍはアルカ
リ金属またはアルカリ土類金属またはアミンを表す。
【００７０】
使用可能な別の界面活性剤は、モノアルキルリン酸界面活性剤またはジアルキルリン酸界
面活性剤である。
【００７１】
使用可能であり、前述の他の界面活性剤と組み合わせて主界面活性剤として使用すること
が好ましい他の低反応性界面活性剤は、ココグリセリルエーテルスルホン酸ナトリウムで
ある。これは低反応性のため使用には望ましいのであるが、このココＡＧＳ単独では泡の
最適の柔らかさが得られない。ココナッツナトリウム塩／タローアルキルナトリウム塩（
９０／１０）ＡＧＳの配分が泡の柔らかさには好ましい。ＴＥＡ、アンモニウム、および
Ｋ－ＡＧＳなどのナトリウムなどのナトリウム以外の塩、およびココナッツ／タロー（９
０／１０）以外の鎖長の割合も中程度の量で使用される。また、一部のセッケンを、泡の
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体積および起泡速度を向上させるために加えることができる。ＡＧＳと組み合わせて使用
するある種の二次共活性剤は、泡の柔らかさと安定性を向上させることができる。これら
の二次界面活性剤も本来低反応性であるべきである。特に望ましいことが分かった二次界
面活性剤はナトリウムラウロイルサルコシネート（商品名、ハンポシル（Ｈａｍｐｏｓｙ
ｌ）Ｌ、ハンプシャー・ケミカル（Ｈａｍｐｓｈｉｒｅ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ）製造）であ
る。
【００７２】
前述の両性ベタイン類、アンホ酢酸塩類、およびスルタイン類は、唯一の界面活性剤とし
て使用することができるが、共界面活性剤としてより好ましい。非イオン界面活性剤は、
高い起泡性を望むのであれば一般に唯一の界面活性剤としてこの製品に使用するべきでな
いが、共界面活性剤として非イオン界面活性剤を加えることができる。
【００７３】
使用可能な非イオン界面活性剤および陽イオン界面活性剤としては、パラン（Ｐａｒｒａ
ｎ）Ｊｒ．に付与された米国特許第３，７６１，４１８号に記載される任意のものを挙げ
ることができ、この特許の記載内容を本明細書に引用する。オー（Ａｕ）らに付与された
米国特許第５，３８９，２７９号により教示されるアルドビオナミド類；ならびにＬｅｔ
ｔｏｎに付与された米国特許第５，３１２，９３４号により教示されるポリヒドロキシ脂
肪酸アミド類も挙げることができ、両特許の記載内容を本明細書に引用する。
【００７４】
セッケンも使用することができる。好ましくは、セッケンは約１～１０重量％の量で使用
され、界面活性剤混合物がセッケンよりも反応性が低い場合はより多量のセッケンを使用
することが好ましい。セッケンはニートソープとして加えることができるし、あるいはＮ
ａＯＨなどの塩基を加えて遊離脂肪酸を転化させることによってその場で合成することも
できる。好ましくは、セッケンは、界面活性剤系がセッケン単独よりも低反応性となる程
度までの共界面活性剤としてのみ使用される。
【００７５】
好ましい界面活性剤系は、陰イオン界面活性剤（例えば、ラウリルエーテル硫酸アンモニ
ウム）を全組成物の１～１５重量％、両性界面活性剤を全組成物の０．５～１５重量％含
む。
【００７６】
好ましくは、界面活性剤または界面活性剤系は、例えば約１０％～約９９％の水を含有す
る液体洗浄配合物中に使用される。
【００７７】
本発明の組成物は、窒素含有陰イオン界面活性剤ではない陰イオン界面活性剤を含むこと
が好ましい。
【００７８】
保湿剤としては、油類、陽イオン性界面活性剤、ならびにある種の非イオン性界面活性剤
および陰イオン性界面活性剤を挙げることができる。使用可能な保湿剤の中では特に、グ
リセリンのモノエステル、ジエステル、およびトリエステル、植物油、表皮性および皮脂
性炭化水素、例えばラノリン、スクアレン、コレステロール、およびエステルなどの誘導
体、鉱油、シリコーンゴム、およびシリコン油が挙げられる。このような保湿剤の一例と
して、ダウ（Ｄｏｗ）Ｑ２－１６５６として販売されるジメチコーンエマルションが挙げ
られ、これは５０％シリコーンエマルションである。使用可能な他のポリオール類として
は、限定するものではないが、グリセロール、プロピレングリコール、およびポリエチレ
ングリコールが挙げられる。保湿剤は水溶性でも油溶性でもよい。後者の場合、全体の組
成物はエマルションとなりうる。
【００７９】
硫酸アンモニウムなどの増粘剤、およびマイカ／二酸化チタンなどの乳白剤などの他の成
分も使用することができる。当然ながら水を加えることもできる。
【００８０】
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用することが好ましく、特に洗浄組成物の５～２５重量％である。保湿剤は、全組成物の
０．５～３５重量％、特に２～２０重量％含まれることが好ましい。
【００８１】
使用可能なさらなる添加成分としては、保存料、クエン酸や水酸化ナトリウムなどのｐＨ
調整剤、香料、染料、ケイ酸アルミニウムマグネシウムなどの懸濁剤、およびＥＤＴＡな
どの金属イオン封鎖剤が挙げられる。
【００８２】
容器内の組成物は、手で皮膚に適用することができるし、あるいはスポンジ、ヘチマ、ポ
リマーネットメッシュパフなどの個人用洗浄用具を使用して適用することができる。
【００８３】
実施例１
以下の配合物は、図１～９に示した容器の２つのチャンバー内に収容される。チャンバー
は中密度ポリエチレン製であり、クロージャーはポリプロピレン製である。
【００８４】
【表６】

【００８５】
【表７】
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【００８６】
図１～８に示した容器の２つのチャンバーは、柔軟性感圧性（ヘンケル・ユーロメルト（
Ｈｅｎｋｅｌ　Ｅｕｒｏｍｅｌｔ）３６２など）ホットメルトの２つのドット（ほぼ図９
に示されるようにドットの１つは中央部、もう１つは底部）と、より硬質の凝集性ホット
メルト（例えばナショナルホットメルト３４－２７８７）の３つのドット（ほぼ図９に示
されるように２つのドットは上部、１つは底部）を使用して互いに接着される。二重容器
のチャンバーは、広範囲の温度条件全体にわたって互いに接着したままとなる良好な一体
性を有する。また二重容器は、広範囲の条件全体にわたって良好な耐衝撃性を有する。
【００８７】
チャンバーは中密度ポリエチレン製であり、クロージャーはポリプロピレン製である。
【００８８】
当然ながら、本明細書で説明し記載してきた本発明の特定の形態は、単に代表例を意図し
たものであって、開示内容の明確な教示から逸脱せずに本発明の範囲内である種の変更を
実施可能であることを理解されたい。従って、本発明の全体の範囲を定義する添付の請求
の範囲を参照するべきである。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明による容器の正面図である。
【図２】　クロージャーを取り外した本発明による容器の正面図である。
【図３】　クロージャーを取り外した本発明による容器の側面図である。
【図４】　本発明の２つのチャンバーの隣接壁の立面図である。
【図５】　開口部にカバーを付けた本発明によるクロージャーの平面図である。
【図６】　本発明のクロージャーの底面図である
【図７】　カバーを閉じた本発明のクロージャーの平面図である。
【図８】　カバーを開いた本発明のクロージャーの平面図である。
【図９】　本発明の容器のチャンバーの隣接壁の立面図であり、隆起とくぼみが省かれ、
接着剤の適用パターンが加えられたことを除けば図４と同様のものである。
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